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お
よ
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企
業
の
設
備
投
資
な
ど
を

支
援

　
市
で
は
、
企
業
の

投
資
な
ど
に
対
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
支
援
制

度
を
用
意
し
て
い
ま

す
。
制
度
ご
と
に
対
象
業
種
や
要

件
な
ど
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
計

画
段
階
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
設
備
投
資
に
対
す
る
優
遇
制
度

○�

市
内
産
業
団
地
な
ど
の
用
地
取

得
に
対
す
る
補
助

○�

直
江
津
港
を
利
用
し
た
輸
出
・

輸
入
コ
ン
テ
ナ
貨
物
に
対
す
る

補
助

問
産
業
立
地
課

（
☎
０
２
５
・

５
２
０
・
５
７

３
６
）

６
次
産
業
化
支
援
事
業
補
助
金

　
地
域
資
源
を
生
か
し
た
農
林
水

産
加
工
に
取
り
組
む
農
林
漁
業
者

な
ど
の
皆
さ
ん
に
対
し
、
新
規
ま

た
は
規
模
拡
大
の
た
め
の
機
器
・

設
備
導
入
や
施
設
改
修
に
必
要
な

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

申
問
農
村
振
興

課（
☎
０
２
５・

５
２
０
・
５
７

５
１
）

新
た
に
地
産
地
消
推
進
の

店
を
認
定
し
ま
し
た

　
市
の
地
産
地
消
を
推
進
す
る
た

め
、「
上
越
市
地
産
地
消
推
進
の
店
」

と
し
て
、
新
た
に
10
店
舗
を
認
定

し
ま
し
た
。

　
認
定
店
で
は
、
旬
の
上
越
産
品

や
そ
れ
ら
を
使
っ
た
料
理
・
商
品

を
提
供
し
て
い
ま
す
の
で
、
是
非

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

所
地
産
地
消
推
進
の
店
10
店
舗　

問
農
政
課
（
☎

０
２
５
・
５
２

０・５
７
４
７
）

水
の
事
故
に
注
意

　
こ
れ
か
ら

の
時
季
は
、

海
や
川
、
湖

な
ど
へ
出
掛

け
る
人
が
多

く
な
り
、
水

に
よ
る
事
故

が
心
配
さ
れ

ま
す
。
水
の
事
故
に
十
分
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

●
水
の
事
故
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト

・
子
ど
も
か
ら
目
を
離
さ
な
い

・�

海
・
川
・
湖
な
ど
で
遊
ぶ
と
き

は
、
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
着

用
す
る

・
立
入
禁
止
区
域
に
入
ら
な
い

・
危
険
な
場
所
に
は
近
づ
か
な
い

・
気
象
情
報
に
注
意
す
る

問
危
機
管
理
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
０
・
５
６
６
５
）

山
火
事
・
た
き
火
火
災
に
注
意

「
山
火
事
を　

防
ぐ
あ
な
た
の　

心
が
け
」

●
た
き
火
、
た
ば
こ
の
不
始
末
が

大
き
な
火
災
に
つ
な
が
り
ま
す

　
例
年
、
春

先
か
ら
初
夏

に
か
け
て
野

焼
き
の
火
が

拡
大
す
る
な

ど
、
林
野
の

火
災
が
発
生

し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
季
節

は
空
気
が
乾

燥
し
、
風
が
吹
く
と
、
小
さ
な
火

種
で
も
あ
っ
と
い
う
間
に
燃
え
広

が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
ま
た
、
た
き
火
は
、
煙
害
の
原

因
と
な
る
ほ
か
、
近
所
迷
惑
に
も

な
り
ま
す
。
た
き
火
や
た
ば
こ
の

投
げ
捨
て
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

問
上
越
地
域
消
防
局
予
防
課
（
☎

０
２
５
・
５
４
５
・
０
２
３
０
）、

市
危
機
管
理
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
０
・
５
６
６
７
）

野
外
焼
却（
野
焼
き
）は 

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　
廃
棄
物
の
野
外
焼
却
（
い
わ
ゆ

る
野
焼
き
）
は
「
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
で
、

原
則
禁
止
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
野

焼
き
は
、
環
境
被
害
を
も
た
ら
す

と
さ
れ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
発

生
に
つ
な
が
る
だ
け
で
な
く
、
火

災
の
発
生
や
煙
害
に
よ
り
地
域
の

皆
さ
ん
に
迷
惑
が
掛
か
る
の
で
、

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
違
反
し
た
場
合
は
、
罰
則
（
５

年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１
千
万

円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
こ
の
併
科
）

が
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
禁
止
の
例
外
と
な
る
野
外
焼
却

・�

国
、
地
方
公
共
団
体
が
施
設
管

理
の
た
め
に
行
う
必
要
な
焼
却

・�

災
害
予
防
、
応
急
対
策
ま
た
は

復
旧
の
た
め
に
必
要
な
焼
却

・�

風
俗
慣
習
上
ま
た
は
宗
教
上
の

行
事
の
た
め
の
焼
却
（
ど
ん
ど

焼
き
な
ど
）

・�

農
林
漁
業
の
た
め
の
や
む
を
得

な
い
焼
却
（
漁
網
に
付
い
た
海

産
物
の
焼
却
な
ど
）

・�

日
常
生
活
を
営
む
上
で
通
常
行

わ
れ
る
軽
微
な
焼
却
（
た
き
火

や
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
を
行

う
際
の
木
く
ず
の
焼
却
な
ど
）

問
生
活
環
境
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
６
・
５
１
１
１
、
内
線
１
０
２

０
・
４
１
１
５
）

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に
注
意

　
大
気
汚
染
物

質
が
強
い
紫
外

線
を
受
け
る

と
、
化
学
反
応

を
起
こ
し
、「
光

化
学
オ
キ
シ
ダ

ン
ト
」
に
変
質
し
ま
す
。
気
象
条

件
に
よ
っ
て
は
白
く
も
や
が
か

か
っ
た
よ
う
な
状
態
に
な
り
、
こ

れ
を
「
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
」
と
い

い
ま
す
。

　
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
は
春
か

ら
夏
に
か
け
て
高
濃
度
に
な
る
こ

と
が
多
く
、
健
康
に
影
響
が
出
る

恐
れ
が
あ
る
場
合
、
県
か
ら
注
意

報
が
発
令
さ
れ
る
と
と
も
に
防
災

行
政
無
線
、安
全
メ
ー
ル
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　
注
意
報
が
発
令
さ
れ
て
も
直
ち

に
健
康
被
害
が
発
生
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
屋
外
で
の
運

動
を
控
え
、
目
や
喉
に
痛
み
な
ど

の
症
状
が
現
れ
た
場
合
は
、
水
道

水
で
洗
眼
や
う
が
い
を
し
、
室
内

で
安
静
に
し
て
く
だ
さ
い
。

問
環
境
保
全
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
０
・
５
６
９
０
）

詳しくは

詳しくは詳しくは


